創業支援事業補助金事務処理要領
	１　事業の目的


創業時の初期費用を助成することで、負担軽減を図り、本町における創業と創業者の成長を促進し、産業振興と経済の活性化に資するため、予算の範囲内で「玖珠町創業支援事業補助金」を交付します。
（ただし、審査会の結果、不採択となった場合は、補助金は交付できません。）
	２　申請期間


令和８年4月１５日（水）～5月29日（金）
	３　補助対象者　


次の要件をすべて満たす方を補助対象者とします。

（１）交付申請日前後１年以内に創業した者又は創業を予定している者で、次のいずれかに該当する者
　　　・個人事業主として玖珠町内に主たる事業所を置き、玖珠町内に住所を有するもの（予定含む）
　　　・町内に本店を置く会社を設立する個人（予定含む）
　　　・町内に本店を置く法人（予定含む）
（２）中小企業者であること（予定含む）
（３）事業の完了までに玖珠町創業支援事業計画に定められる「特定創業支援事業」による支援を受け、町から証明書の交付を受けている者（予定含む）
（４）居住地における市町村税の滞納がない者（転入者は従前地）
（５）認定支援機関からの支援を受けている者
次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
・過去に同様の補助金等の交付を受けたことがある者（法人の場合はその代表者を含む。）
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又はその関係者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を行　う者

・他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者

・第二創業（既に事業を営んでいる者が、新事業・新分野に進出する経営多角化や事業転換を図ること、既に事業を営んでいる会社が新会社を設立する場合など）
・フランチャイズ契約、又は、これに類する契約に基づき事業を行う者

・公序良俗に反する事業や補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業を行う者
・その他町長が適当でないと認める事業を行う者
	４　補助対象事業


創業、又は創業後の事業規模の拡大を行う事業で、投資額が５０万円以上となることが見込まれる次の各号のいずれかに該当する事業とする。

（１）　新たな需要や雇用を創出する事業
（２）　地域の課題解決に資する事業で特徴があり、独創性又は新規性がある事業
（３）　本町の事業所と取引を行うなど地域産業への波及効果が期待できる事業
（４）　事業計画に妥当性があり、継続性と将来的な成長性が期待できる事業

	５　補助対象経費


	1 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

2 事業の遂行に当たり適正な金額と認められる経費

3 原則として申請日以降の契約・発注・納品により発生した経費（賃借料は除く）
4 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
5 振込手数料、配送料、消費税等は含まない


（１）事業所賃借料

・申請日の3ヵ月前から3ヶ月後の日までに契約した事業所の借上げに要する経費ただし、賃貸借契約の3月分を上限とする（敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く）

・光熱水費（事業の用に供するものに限る。）　　　
（２）事業所開設費用

・新たに開設する事業所の外装・内装・設備に係る工事費用
　　　・什器備品等の購入及び設置に係る費用（事業の用に供するものに限る。）
※申請日以降に契約・施工・購入したものに限る。

　
（３）法人登記等に係る経費

・法人設立及び商号登記に伴う申請書類の作成に要する経費（司法書士、行政書士等に支払う経費など。ただし、登録免許税は除く）
（４）販売促進に係る経費

・広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費

　　　《販売促進に係る経費の詳細について》
	補助対象経費の内容
	補助対象経費の詳細
	備　考

	広告宣伝費
	事業所及び事業内容の広告に係る経費

１）新聞、雑誌、インターネット等の広告

２）テレビ、ラジオCM

３）チラシ、ポスティングに係る経費

４）ロゴマーク作成費用
	

	パンフレット制作費
	広報宣伝のための配布物作成に係る経費

１）パンフレット
２）チラシ、ポスター
	社名を記載した記念品等、広報宣伝のための配布物であっても、汎用性のあるものは対象としない。

	ホームページ制作費
	ホームページ制作に係る経費
１）新規に作成する委託料

２）既存ホームページの変更・更新
	以下の経費は、対象としない。
１）パソコン等設備購入費

２）通信経費

３）維持管理費等制作に直接関係しない経費


【補助対象経費に係る留意点】
· 『適正な金額』とは、通常必要と考えられる範囲の金額で、高価なアンティーク品等は補助対象外です。

· 汎用性の高い備品等（業務外での使用や事業終了後も引き続き財産として利用できる事務機器等）は補助対象外です。
(例：デジタルカメラ、パソコン、プリンター（複合機）、事務用の机・イス、書類保管用のキャビネット等)
※上記で対象外となっている備品等であっても、業務上必要な備品等の購入については、申請前に担当課に別途御相談ください。
· 『証拠書類等』とは、見積書、請求書、領収書、成果物及び、購入した什器・備品類の写真
（※例１：改修工事→着工前・着工後の写真、例２：購入商品全ての写真）等。
· 『仕入れに係る物品の購入（売上原価に計上されるもの）』は補助対象外です。

· 町以外の機関又は団体から、別途、助成金を受ける場合は、助成金を受けた額を引いた残りの額を対象経費とします。

· 『消費税及び地方消費税』、『振込手数料』、『配送料』は補助対象経費にはなりません。

· 国や県等の補助金等の交付を受けた事業又は受ける予定の事業は、補助対象経費からその額を差し引いた額を補助対象経費とする。

	６　補助率・補助上限額


	経費区分
	補助率
	限度額
	備　考

	事業所賃借料
	１／２

（千円未満は切捨て）
	５０万円
	月額賃料の３か月分を上限

	事業所開設費用
	
	
	

	法人登記等に係る経費
	
	
	登録免許税を除く

	販売促進に係る経費
	
	
	

	【上乗せ加算】
森駅前通り、森城下町エリアに創業
	定額１０万円
	補助金決定額に定額１０万円を上乗せ加算


補助率・補助上限額は次のとおりです。

	７　補助対象期間


（1） 事業所賃借料：賃貸借契約日と申請日のいずれか遅い方の日から通算して12月以内
（ただし、当該年度の３月末まで）
（２）事業所改修費用

（３）法人登記等に係る経費　　　　申請日から通算して12月以内
（４）販売促進に係る経費　　　　　　（ただし、当該年度の３月末まで）
※申請日以前に契約・発注した経費は補助対象となりません。（ただし、事業所賃借料については、申請日の前３ヶ月以内に契約したものも補助対象とします。）

	８　申請方法


　次の書類を玖珠町商工観光政策課に持参してください。

　　※提出様式は、玖珠町ホームページからダウンロードしてください。

	書　類
	備　　　考

	交付申請書
	様式第１号

	事業計画書
	様式第２号

	収支予算書
	様式第３号

	住民票又は登記簿謄本
	個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの

	特定創業支援事業に係る「証明書」等
	特定創業支援事業による支援を受けたことを証明する書類等
※受ける予定の者は、事業計画書にスケジュール等を記入してください。

	町税完納証明書
	税金の滞納がないことを証明する書類

※町外に居住している場合は、申請時点で居住する市町村におけるもの

	承諾書兼暴力団関係者でない旨の誓約書
	様式第４号

	税務署に提出した開業届出書の写し
	個人事業主のみ（開業前の者は除く）

	法人登記事項証明書
	法人のみ

	融資借入証明又は認定支援機関による事業計画の確認書
	認定支援機関からの支援を受けたことを証明する書類

	対象経費の見積書
	参考となるもの


　　

　　
	９　審査方法


提出された書類は、「動機・目的」、「独創性」、「実現可能性」「継続性」、「資金調達の妥当性」、「地域貢献度」について審査し、その結果をもとに交付決定通知を送ります。　
（注1） 審査の結果（不採択の理由等）に関するお問い合わせには、一切応じかねますので予めご承知おきください。
（注2） 選考に係る応募書類作成、送付等に係る費用、面接審査出席のための交通費等は応募者の自己負担となります。
	１０　交付決定後の手続き等


（1） 実績報告

補助事業完了の日から起算して15日以内、又は当該年度末までの、いずれか早い日までに、次の書類を商工観光政策課に提出してください。

	書　類　名
	備　　　考

	実績報告書
	様式第９号

	事業実績書
	様式第１０号

	収支決算書
	様式第３号

	融資資金借入証明書
	交付申請時に提出できなかった方

	契約書及び支払いを証する書類の写し
	見積書、請求書、領収書など

	特定創業支援事業を受けた証明
	交付申請時に提出できなかった方

	補助対象事業により開設した事業所及び購入した什器・備品の写真
	改修工事を行った箇所の着工前及び着工後、購入した物品の形状及び数量がわかるもの

	△住民票の写し
	交付申請時に提出できなかった方

	△税務署に提出した開業届出書の写し
	交付申請時に提出できなかった方

	△法人登記事項証明書
	交付申請時に提出できなかった法人


（2） 補助金の請求

実績報告後、町が書類の審査を行い、補助金の額を確定します。確定の通知を受けた後、「交付請求書（様式第１２号）」を商工観光政策課に提出してください。請求書の提出後、指定の口座に補助金を振り込みます。
（3） 特定創業支援事業について

　　特定創業支援事業を受けることが補助要件となっているため、事業完了までに必ず受けてください。

（4） 補助後のフォローアップについて

補助金の交付を受けた方には、町（商工観光政策課、玖珠町商工会）のフォローアップを受けていただきます。
【フォローアップの内容】

・事業進捗状況についての定期的な相談・確認（概ね年１回以上）

・決算状況の確認（補助事業完了後３年間、１年に１回程度）
（６）その他

（１）審査過程や審査内容に関するお問い合わせには、一切お答えできません。

（２）補助事業者となった場合は、企業名・事業計画の概要などについて、公表させていただくことがあります。

（３）提出された書類は返却しませんので、必要な場合は各自でコピーを取っておいてください。

（４）虚偽の申請であることが判明した場合や補助金交付後のフォローアップを拒否するなど、補助事業者としてふさわしくないと認められる場合には、交付決定を取り消すことがあります。また、交付決定の取消に伴い、交付された補助金の返還を求める場合があります。
（５）提出いただいた書類等の個人情報は、本補助金における補助事業者の決定及び決定後の支援以外の目的で使用することはありません。
（６）その他「玖珠町補助金等交付規則」及び「玖珠町創業支援事業補助金交付要綱」の規定に従っていただきます。
＜創業に関する相談機関＞


玖珠町商工会： 玖珠町大字帆足125-1　・・・・・・・・・・・・・電話 0973-72-1211


おおいたスタートアップセンター：大分市東春日町17番20号・・・・電話 097-534-2755





※特定創業支援事業とは


産業競争力強化法に基づき、町と商工会、金融機関、大分スタートアップセンター、大分県よろず支援拠点などが連携し、創業希望者に対して経営、財務、人材育成、販路開拓等知識が身につく継続的な相談、セミナーのことです。


各事業を受け、まちが発行する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受けた総合者には国の優遇措置があります。





【お問合せ先】　玖珠町商工観光政策課　商工労政・企業誘致班


〒879－4492　玖珠町大字帆足268-5（役場２階）


　　　　電話：0973-72-7153 　e-mail：kigyou@town.kusu.oita.jp
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